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東大阪市立学校空調設備等更新事業に係る調査検討業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務の目的 

  学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす大切な場所であり、誰もが快適に学校生活

を送れるよう良好な学習環境を提供することが重要です。本市では、良好な学習環境の維持

を目的に老朽化した空調設備及び受変電設備等の更新を検討しています。併せて、蛍光灯が

令和９年に生産終了となることを受けて照明設備の LED 化を検討しています。 

  以上を踏まえ本業務は、設備更新の整備及び維持管理にあたり財政負担の縮減や、早期の

整備を図るために民間活力導入手法を含め最も効率的・効果的な事業手法を選定するために

実施します。 

 

２．事業概要 

（１）契約業務名 

  東大阪市立学校空調設備等更新事業に係る調査検討業務 

（２）業務内容 

   別紙「東大阪市立学校空調設備等更新事業に係る調査検討業務 仕様書（以下「仕様書」

という。）」のとおり 

（３）委託契約期間 

   契約締結日の翌日 から 令和９年３月 31日 まで 

（４）委託金額の上限 

   18,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（５）支払い方法 

   業務完了後、一括払い 

（６）委託契約予定事業者の選定方法 

  公募型のプロポーザル方式により企画提案を求め、審査基準に基づき審査し、委託契約予

定事業者を選定します。 

 

３．プロポーザルに参加するために必要な資格 

（１）参加資格 

  本業務の提案に参加を希望する者（以下「参加事業者」という。）は、参加表明書の提出

日において次に掲げる要件の全てに該当する者とします。 

 ① 本市の「令和６・７・８年度入札参加有資格者名簿（物品の販売（修繕））・役務の提

供」又は「令和８・９・10 年度入札参加有資格者名簿（測量・コンサルタント業務）」に

登録されていること。 
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 ② 平成 23 年度以降、国又は地方公共団体が発注する学校教育施設に係る民間活力導入可能

性調査業務又は PFI アドバイザリー業務もしくはこれらに類する業務の履行実績があるこ

と。 

 ③ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する入札参加の

資格制限に該当しない者であること。 

 ④ 「東大阪市入札参加停止要綱」による入札参加停止期間中でないこと。 

 ⑤ 「東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱」による入札参加除外措置中でないこと。 

（２）その他 

  次のいずれかの関係に該当する者同士のプロポーザルへの参加は認めない。 

 ① 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ）と子会社（会社法

第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある者 

 ② 親会社を同じくする子会社同士の者 

 ③ 一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねて

いる者 

 ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第１項又は民事再生法第 64条第

２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 

 

４．スケジュール 

（１）実施要領等の公表 令和８年４月 13 日（月） 

（２）質問書の提出期限 令和８年４月 21 日（火）正午 

（３）質問書に対する回答 令和８年４月 23 日（木） 

（４）参加表明書の提出期限 令和８年５月８日 （金）正午 

（５）企画提案書の提出期限 令和８年５月 18 日（月）正午 

（６）プレゼンテーション 令和８年５月 21 日（木） 

   令和８年５月 22 日（金）（予備日） 

（７）選定結果の通知・公表 令和８年５月 25 日（月） 

 

 

５．参加の手続き 

（１）実施要領等の公表 

  本業務における実施要領等は、本市ウェブサイトにて公表します。参加事業者は本実施要

領等をウェブサイトからダウンロードして下さい。 

 ① 公表日時 令和８年４月 13 日（月） 午前 10 時 00 分 予定 

（２）質問及び回答 

  質問は質問書の提出により行うこととし、口頭による質問は受け付けません。 
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 ① 提出期限 令和８年４月 21 日（火） 正午 

 ② 提出方法 電子メール（pfikucho@city.higashiosaka.lg.jp） 

  ※ 質問書（様式第１号）に質問事項を記入し、ワード形式のまま添付フ

ァイルとして送付して下さい。代表者印等は必要ありません。 

  ※ 電子メールの件名は「プロポーザル質問」として下さい。 

  ※ メール送信時に施設整備室へ電話で到着確認の連絡を行って下さい。 

   電話（06-4309-3335） 

 ③ 回答方法 質問書に対する回答は、令和８年４月 23 日（木）に、本市ウェブサイト

において掲示します。 

（３）参加表明書の提出 

  本業務の参加にあたっては、次の書類を提出して下さい。期限までに参加表明書の提出が

ないものの参加は認めません。 

 ① 提出期限 令和８年５月８日（金） 正午 

 ② 提出場所 東大阪市役所本庁舎 17階 教育委員会事務局 施設整備室 

 ③ 提出方法 持参、郵送（簡易書留郵便に限る）で提出して下さい。持参の場合は、

土、日、祝日を除き、各日午前９時 00分から午後５時 30 分（最終日は正

午）までの時間とします。郵送の場合は提出期間中に必着とします。 

 ④ 提出書類 ア．参加表明書（様式第２号） 

   イ．事業者の概要（様式第３号） 

  ※ 会社概要や実施業務について記載したパンフレット等の資料があれば

提出して下さい。 

   ウ．業務実績（様式第４号） 

  ※ 「３．（１）参加資格 ②」の業務実績を記載して下さい。また、その

実績（業務名、業務内容等）が分かる契約書及び仕様書の写しや成果

品等を添付して下さい。 

 ⑤ 受付 参加表明書受付後、「事業者の概要（様式第３号）」に記載されている連絡

担当者へ電子メールにて参加番号を通知します。 

（４）企画提案書の提出 

  本業務の企画提案にあたっては、次の書類を提出して下さい。参加表明書の提出が無い場

合は参加できません。なお、応募にあたっては１事業者１提案とします。 

 ① 提出期限 令和８年５月 18 日（月） 正午 

 ② 提出場所 東大阪市役所本庁舎 17階 教育委員会事務局 施設整備室 

 ③ 提出方法 持参、郵送（簡易書留郵便に限る）で提出して下さい。持参の場合は、

土、日、祝日を除き、各日午前９時 00分から午後５時 30 分（最終日は正

午）までの時間とします。郵送の場合は提出期間中に必着とします。 

 ④ 提出書類及び係数 ア．企画提案書（様式第５号） １部 

  イ．企画提案（任意様式） 15 部（正１部、副 14 部） 

  ウ．見積書（様式第６号） １部 
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  エ．業務体制表（様式第７号） １部 

  オ．予定担当者調書（様式第８号） １部 

  カ．760 円を切手の貼った長形３号封筒（速達の簡易書留）  １部 

  ※ 選定結果通知の送付に使用しますので、宛名を記入しておいて下さ

い。 

 ⑤ 記載方法 ア．企画提案（任意様式）は、原則 A4版、縦型、横書き、文書は 10ポイ

ント程度の文字で作成して下さい。また、全て片面印刷とし、10 枚

以内にまとめて下さい。なお、図や表の使用は可とします。 

  イ．企画提案書（様式第５号）及び企画提案「正１部」を左袋綴じとして

下さい。なお、企画提案「副 14 部」については、書類審査時の公平

性・透明性を確保する観点から、「商号又は名称」等事業者を特定で

きるものは未記載又は墨消し処理を行ったうえ、左綴じ（クリップ止

め）として下さい。 

 ⑥ 記載内容 企画提案の内容は、下記の項目を必須として記載して下さい。 

  ア．業務工程 

  イ．業務実施体制 

  ウ．業務実施の方針や着眼点 

  エ．現状把握、前提条件等の整理に係る手法 

  オ．改修方法の検討に係る手法 

  カ．民間活力導入可能性調査に係る手法 

（５）提案書に基づくプレゼンテーション 

 ① 開催日時 令和８年５月 21 日（木） 時間未定（予備日：令和８年５月 22 日（金）） 

 ② 参集場所 東大阪市役所 詳細未定 

  ※ プレゼンテーション日時及び場所の詳細については、令和８年５月 18

日（月）正午以降に「事業者の概要（様式第３号）」に記載されている

連絡担当者へ電子メールにて別途通知します。開催時間については午

後５時 30分以降になる場合もあります。 

 ③ 順番 参加表明書の受付順で行います。 

 ④ 人数 参加する人数は２名以内とします。 

 ⑤ その他 会議室の都合から、提出された書類のみで説明して下さい。プロジェクタ

ー等の使用は出来ません。プレゼンテーション時間は１事業者 35 分（プ

レゼンテーション 20 分＋質疑応答 15 分）とします。 

（６）選定結果の通知 

  選定結果については、令和８年５月 25 日（月）に、参加事業者全てに通知書を郵送で発

送します。また、本市ウェブサイトにおいて、委託契約予定事業者名を掲示します。ただ

し、２位以下は点数のみ掲示します。 

  なお、選定理由、選定結果に対する問い合わせ、異議等には一切お答えいたしません。 
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６．選定方法 

（１）審査方法 

  東大阪市学校空調設備等更新事業に係る調査検討業務委託契約予定事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）において、審査基準に基づき書類審査及びプレゼンテーション

により審査を行います。 

（２）選定委員 

  企画財政部 資産経営室 資産経営課長 

  教育委員会事務局 教育政策室次長 

  教育委員会事務局 みらい教育室参事 

  教育委員会事務局 学校教育部 学校教育推進室参事 

  教育委員会事務局 施設整備室長 
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（３）審査基準 

審査項目 審査基準 配点 

１．基本的事項 

① 本市の現状や委託業務内容が理解されているか。 10 点 

② 参加事業者に業務への意欲があり、柔軟性がある

か。 
10 点 

２．提案内容 

① 業務工程が適切か。 10 点 

② 業務実施体制が適切か。 10 点 

③ 事業手法を検討するにあたっての方針や着眼点

が適切か。 
10 点 

④ 現状把握、前提条件等の整理に係る手法が適切

か。 
10 点 

⑤ 改修方法の検討に係る手法が適切か。 10 点 

⑥ 民間活力導入可能性調査の手法が適切か。 10 点 

３．質疑応答内容 ① 質疑応答が明確な対応であったか。 10 点 

４．委託料 ① 見積価格 10 点 

合計 100 点 

（４）採点方法 

 ① 各審査項目については、５段階評価で行います。 

 ② 点数を算出するにあたり特に重視する項目については、下線のある配点です。 

（５）委託契約予定事業者の決定 

  各選定委員の評価点の合計で最高得点を得た者を委託契約予定事業者として決定します。

ただし、最高得点を得た者が２者以上ある場合は、特に重視する項目の得点の合計が高い事

業者を委託契約予定事業者として決定します。なお、特に重視する項目の得点も同じ場合

は、最も低い見積価格を提示した事業者に決定します。 
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  また、参加事業者が１者の場合においても、審査及び評価を実施し、評価が一定基準（評

価点の満点の６割以上）を満たしている場合は、その提案者を委託契約予定事業者として選

定します。 

（６）参加が無効となる場合 

  次のいずれかに該当する場合は、参加を無効とする場合があります。 

 ① 定められた提出方法、提出期限に適合しない場合 

 ② 提出された見積書の金額が「２．（４）委託金額の上限」を超える場合 

 ③ 提案書類等に虚偽の記載があった場合 

 ④ 契約締結日までの間において、「３．プロポーザルに参加するために必要な資格」に該当

しなくなった場合 

 ⑤ 選定委員に対して本業務に関する働きかけ、接触等を行った場合 

 ⑥ その他参加することが適当でないと決定された場合 

（７）その他 

  選定委員会の委員（選定委員会設置要綱で定める代理者含む）が事故等により評価できな

い時は、その委員の評価点は０点として合計点を算出します。 

 

７．契約の締結 

  委託契約予定事業者と本市が契約内容等の協議を行い、契約方法については地方自治法施

行令第 167 条の２第１項第２号の規定による随意契約とします。また、何らかの理由により

委託契約予定事業者との協議が整わない場合や、その事業者が業務を遂行できないと認めら

れる場合にあっては、次点者の順に協議を行い、契約を締結する場合があります。 

  なお、契約保証金の額については、契約金額が 5,000 千円以上の場合は契約金額の 100 分

の３に相当する額以上とし、契約金額が 5,000 千円未満の場合若しくは保険会社との間に本

市を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合は免除とします。 

 ※ このプロポーザル手続きは、この要領に定めがあるほか、本市財務規則に基づくことと

します。 

 

８．留意事項 

（１）参加に要する経費は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２）提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（３）提出された書類の著作権は参加事業者に帰属します。ただし、本市が本案件の審査及び議

会報告で必要と判断した場合については、書類の複製及び内容を無償で使用できるものとし

ます。 

（４）提出された書類は、東大阪市情報公開条例に基づき、情報公開の対象文書（個人情報及び

事業者独自の提案等は非公開）となります。 

（５）提出された書類の提出期限後の差し替え、追加又は再提出は認めません。 
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（６）本業務の調査結果を踏まえ、東大阪市立学校空調設備等更新事業の事業手法について PFI

等の民間活力導入手法を採用することを決定した場合、同事業の要求水準書策定等に関する

アドバイザリー業務は、契約金額協議のうえ本業務の受託者との随意契約を予定していま

す。従って、アドバイザリー業務を進め、同事業が民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号）第７条に基づく特定事業として選定さ

れた場合においては、アドバイザリー業務を受注した者（資本面及び人事面等において関連

を持つと認められる者を含む。）は、同法第８条第１項に定める民間事業者の選定に応募又

は参加しようとする応募企業、応募企業グループの一員若しくは協力企業となることはでき

ません。 

 

９．本案件に関する問い合わせ 

 東大阪市教育委員会事務局 施設整備室  担当：田中、山本 

 〒577-8521 東大阪市荒本北 1丁目１番１号（東大阪市役所本庁舎 17 階） 

 電話 06-4309-3335 

 電子メール pfikucho@city.higashiosaka.lg.jp 
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